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令和 3年 

5月号 

税務署へのお問い合わせは、左の代表番号にお
かけいただいた後、自動音声案内にしたがって
「2」（税務署）を選択して、交換手に内線番号を
お伝えください。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請す

ることにより納税が猶予されます。収入が概ね２割以上減少している方には、更に有利な特例があります。 
納税の猶予に『特例（特例猶予）』が創設されました。 

①延滞税なし   ②１年間猶予   ③無担保 

○ 振替納税を利用されている方へ 
令和２年分の確定申告の振替納付日は、次表のとおりです。 

（申告期限の延長に伴い、振替納付日が下記期日に延長されました。） 

令和２年分の所得税及び復興特別所得税 

の確定申告 
令和３年５月31日（月） 

令和２年分の個人事業者の消費税及び 

地方消費税の確定申告 
令和３年５月24日（月） 

※ 確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。 



 

 
 

 
 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、 

税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として１年以内 

の期間に限り、換価の猶予が認められますので、山梨税務署の徴収担当にご相談ください。 

(申請による換価の猶予：国税徴収法第 151条の２) 

 
  ① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を 

    困難にするおそれがあると認められること。 

  ② 納税について誠実な意思を有すると認められること。 

  ③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。 

  ④ 納付すべき国税の納期限(注１)から６か月以内に申請書が提出されていること。 

  ⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります) 
   (注１) 令和２年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和３年 

４月 15 日)が納期限となります。 

(注 2) 既に滞納がある場合や滞納となってから６月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価 

の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。 

問合せ 徴収担当（内線 3５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「山梨税務署からのお知らせ」のバックナンバーも併せてお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 山梨県卸酒販組合山梨支部はね、組合員の緊密な連絡

親和と相互扶助の精神に基づき、酒税の円滑な納税を促

進し、酒類業界の安定と健全な進歩発展のため必要な事

業を行い、組合員の自主的且つ自由公正な事業活動の振

興を期し、酒税の保全に協力し共同の利益の増進を図る

ことを目的としている団体なんだよ。 

 山梨県卸酒販組合山

梨支部って、どんな団

体なの？ 

前号からの続き 

マイナンバーキャラクター 

マイナちゃん 
ｅ－Tax キャラクター 

イータ君 

新型コロナウイルス感染症の影響により 

納税が困難な方には猶予制度があります 

税務署に申請することにより、納税が猶予されます 


